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ご 連 絡 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素より当法人の活動にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、貴社に

おかれましては、当法人の２０１９年７月１１日付申入書につきまして、ご多忙中のとこ

ろ早速丁寧で詳細なご回答とご対応をいただき、大変ありがとうございました。 

 当法人の申入れにかかる相続の開始を期限の利益喪失事由とする契約条項につきまして

は、既に削除されるご方針の元に昨年１０月より順次ご改訂中とのことで、その場合は消

費者契約法上の問題点も解消されるものと考えております。 

また、改訂が完了された際は申込書の一部もご送付いただけるとのことで、感謝いたし

ます。当法人においてご送付いただいたものにて上記契約条項の削除を確認させていただ

き次第、本件申入れ活動を終了とさせていただくことを考えております。 

また、信用組合提携教育ローン極度型借入申込書の教育ローン極度型保証委託兼再保証

委託申込書(兼契約書)及び教育ローン極度型申込内容・教育ローン極度型当座貸越契約書に

つきましては、既に改訂が完了されていたとのことで、改訂後の契約書を送付いただき、

ありがとうございました。これらの約款につきましては、当法人の検討委員会において検

討させていただきました結果、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項の削除により

消費者契約法上の問題点が解消されていることを確認いたしましたので、申入れ活動を終

了させていただきます。 

 今後とも、消費者が不測の不利益を被ることのないよう、消費者契約法等の関係諸法令

の趣旨を踏まえた経営を行ってくださいますようお願いする次第です。 

 以上、略儀ながら書中にて、お礼かたがたご連絡申し上げます。 

 敬具 


